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第四次滋賀県環境学習推進計画（P30）から抜粋） 

第 7 章 計画の進行管理 

１．進行管理の考え方 

県庁内で組織する「滋賀県環境学習推進会議」を中心に、環境学習に関連する部局の連携

を図り、総合的な取組を進めるとともに、持続可能な社会づくりへの寄与の度合い、施策体

系別の進捗状況、関連する事業についての自己評価により、計画の実施状況を把握します。 
計画の実施状況については、環境学習に関わる多様な主体で構成される「滋賀県環境学習

等推進協議会」において議論をいただいた後、「滋賀県環境審議会」に報告し、その意見を

計画推進に反映させます。この実施状況については、毎年度発行する「滋賀の環境（環境白

書）」に掲載することで県民の皆さんへと公表します。 
また、県内外の優良事例の収集に努め、「滋賀県環境学習等推進協議会」等での情報共有

を図り、その内容は県民の皆さんへと公表します。 
２．進行管理の手法 

計画の進行管理は、次の３つの階層構造で実施します。 
（１） 環境学習関連施策の実施が持続可能な社会づくりにどれだけ寄与したのかを評価す

るため、その成果を示すアウトカム指標として、学びを実際に「行動」へと移した人

の数を表す指標のひとつである「環境保全行動実施率」の経年変化を活用します。ま

た、計画期間中の環境保全行動実施率の数値指標は 80％以上とします（詳細は P.31
参照）。 

（２） 県の施策体系の「６つの柱」それぞれにおいて、関連する指標を抽出し、その推移

からそれぞれの柱別に、当該分野の課題や進捗度の把握を行います。 
（３） 環境学習に関連する県事業について、施策の体系（６つの柱）別に分類・整理する

とともに、各事業がギアモデルのステップのうち、どの部分を目的とする事業かを確

認しながら、成果について自己評価を実施します。 
また、重点的な取組に関連する事業については、別途取組ごとに事業の分類・整理をし、

取組ごとの評価を行います。 
 
 

                        
 

 

 

 

 

三層構造の進行管理 

第四次滋賀県環境学習推進計画の進行管理方法について(案) 

資料２ 
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１ 環境学習施策にかかる条例と計画、関連事業数等 

滋賀県環境学習の推進に関する条例（平成 16 年 3 月 29 日策定） 

内容（ポイント） 

◆環境学習の推進に関する計画の策定 

◆環境学習を推進するための拠点としての機能を担う体制の整備 

◆県民等が行う環境学習への支援 

 

第四次滋賀県環境学習推進計画（令和３年 3 月策定） 

◆基本目標：地域を愛し、自ら行動できる人育てによる、「いのち」がつながる持続可

能な社会づくり 

◆計画期間：令和３年度から令和７年度 までの 5 年間 

（１）環境学習関連事業数     

令和元年度：74 事業 令和２年度：74 事業 

 

２ 人育て、持続可能な社会づくりの推進状況（ギアモデルを用いて）           

（１）令和２年度環境学習関連事業（全事業）のギアモデルへの位置づけ 

令和２年度に県が実施した環境学習関連事業を自己評価し、各事業が、人育て、社会

づくりのギアモデルのステップのうち、どの部分を目的とした事業であるかを分類した

図表は 4-1-1、4-1-2 のとおり。（74 事業 複数回答可） 

【ギアモデルへの位置づけ】 

・全体の傾向として各ステップの事業数、割合とも令和元年度と類似の傾向を示した。 

・人育てを意識した事業数が、社会づくりを意識した事業数と比較すると多い傾向にあ

る。 

 

図表 4-1-1 ギアモデルの各ステップを意識した事業数・割合 ※（ ）は令和元年度数値 

 人育てのギア  

 社会づくりのギア 

上：気づく 

下：新たな気づき 
学ぶ 考える 行動する つながる 解決する 

上段 

事業数 

下段 

割合 

50(54) 
68％(73％) 

59(64) 
80％(86％) 

45(49) 
 61％(66％) 

30(36) 
 41％(49％) 

21(27) 
 28％(36％) 

10(13) 
14％(18％) 

22(22)  
 30％(30％)  
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図表 4-1-2 ギアモデルの各 

ステップを意識した事業の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）ギアモデルのイメージ図   

 

 

 

 

 

（２）令和２年度環境学習関連事業（全事業）のギアを回すための工夫  

令和２年度に県が実施した環境学習関連事業について、ギアを回す（次のステップへと進

める）ための工夫の数を分類した図表は 4-３-1、4-３-2 のとおり。 

 

図表 4-３-1 事業実施時に行ったギアを回すための工夫の数 ※（ ）は令和元年度数値 

 

 人育てのギア  

  社会づくりのギア 

 
 ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  

数  79(81)  
107％(109%)  

53(53) 
72％(72%) 

 
48(62) 

65％(84%) 
 

21(35) 
28％(47%) 

 
15(19) 

20％(26%) 
 

割合 

                             

 

気づく 学ぶ 考える 行動する つながる 解決する 

19(22) 
26％(30%) 
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【ギアを回すための工夫の数】 

全体の傾向としてギアを回すための工夫の数や割合などは令和元年度と類似の傾向を

示している。 

 

【ギアを回すための工夫の例】 

ア 気づく⇒学ぶ 

・遊び・スポーツの観点から、自然・山に関心をもっていただく入り口をつくること

ができた。（「やまの健康」推進事業） 

イ 学ぶ⇒考える 

  ・「水について考える」というテーマを与えて、水についての理解を深め、考えるた

めの機会を設けた。(滋賀県中学生水の作文コンクール) 

ウ 考える⇒行動する 

  ・学校団体の利用方法を紹介し、新たな利用方法について考える機会を設定した。（教

員研修受け入れ） 

エ 行動する⇒つながる 

  ・地域の関係者とともに環境学習の企画を考え、準備等を委ねた。（早崎内湖再生事

業）   

オ 行動する⇒気づく（新たなサイクル）  

・市町や自治会等が実施する学習会や研修会、環境フェアの開催等に対して、交付要

綱等に基づき交付した。（エコライフ地域住民活動推進事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 4-３-2 工夫の数/全事業数 
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3 施策の体系（６つの柱）別の関連指標による評価 

（１）人材育成および活用 

人材育成に係る全事業の研修会等研修会等の延べ参加者数 

令和３年度  ●人 令和４年度 ●人 

増減理由 

 

 

評価区分 
事業数（割合） 

その理由（成果や課題など） 
R3 年度 R4 年度 

A（予定していた目

標以上に達成でき

た） 

●事業

（●％） 

●事業

（●％） 
○○○○○○ 

B（目標をおおむね

達成できた） 

●事業

（●％） 

●事業

（●％） 
○○○○○○ 

C（予定していた目

標を達成できなか

った） 

●事業

（●％） 

●事業

（●％） 
○○○○○○ 

（２）環境学習プログラムの整備および活用 

環境学習プログラム作成数、事業への延べ参加者数 

令和３年度  ●件/●人 令和４年度 ●件/●人 

増減理由 

 

評価区分 
事業数（割合） 

その理由（成果や課題など） 
R3 年度 R4 年度 

A（予定していた目

標以上に達成でき

た） 

●事業

（●％） 

●事業

（●％） 
○○○○○○ 

B（目標をおおむね

達成できた） 

●事業

（●％） 

●事業

（●％） 
○○○○○○ 

C（予定していた目

標を達成できなか

った） 

●事業

（●％） 

●事業

（●％） 
○○○○○○ 
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（３）場や機会づくり 

場や機会づくりを意図した事業の延べ参加者数 

令和３年度  ●人 令和４年度 ●人 

増減理由 

 

  

評価区分 
事業数（割合） 

その理由（成果や課題など） 
R3 年度 R4 年度 

A（予定していた目

標以上に達成でき

た） 

●事業

（●％） 

●事業

（●％） 
○○○○○○ 

B（目標をおおむね

達成できた） 

●事業

（●％） 

●事業

（●％） 
○○○○○○ 

C（予定していた目

標を達成できなか

った） 

●事業

（●％） 

●事業

（●％） 
○○○○○○ 

（４）情報の提供 

ホームページ等に掲載している環境学習に関する情報数 

令和３年度  ●件 令和４年度 ●件 

増減理由 

 

 

評価区分 
事業数（割合） 

その理由（成果や課題など） 
R3 年度 R4 年度 

A（予定していた目

標以上に達成でき

た） 

●事業

（●％） 

●事業

（●％） 
○○○○○○ 

B（目標をおおむね

達成できた） 

●事業

（●％） 

●事業

（●％） 
○○○○○○ 

C（予定していた目

標を達成できなか

った） 

●事業

（●％） 

●事業

（●％） 
○○○○○○ 
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（５）連携・協力のしくみづくり 

①ネットワークの登録団体等数 

②市町・事業者等との連携による環境学習実施回数 

令和３年度  ①合計 ●団体 

②合計 ●回 

令和４年度 ①合計 ●団体 

②合計 ●回 

増減理由 

 

 

評価区分 
事業数（割合） 

その理由（成果や課題など） 
R3 年度 R4 年度 

A（予定していた目

標以上に達成でき

た） 

●事業

（●％） 

●事業

（●％） 
○○○○○○ 

B（目標をおおむね

達成できた） 

●事業

（●％） 

●事業

（●％） 
○○○○○○ 

C（予定していた目

標を達成できなか

った） 

●事業

（●％） 

●事業

（●％） 
○○○○○○ 

（６）取組への機運を高める普及啓発 

イベントの延べ参加者数 

令和３年度  ●人 令和４年度 ●人 

増減理由 

 

 

評価区分 
事業数（割合） 

その理由（成果や課題など） 
R3 年度 R4 年度 

A（予定していた目

標以上に達成でき

た） 

●事業

（●％） 

●事業

（●％） 
○○○○○○ 

B（目標をおおむね

達成できた） 

●事業

（●％） 

●事業

（●％） 
○○○○○○ 

C（予定していた目

標を達成できなか

った） 

●事業

（●％） 

●事業

（●％） 
○○○○○○ 
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4 重点的取組課題別の関連指標による評価 

（１）暮らしと琵琶湖のつながり再生 

個別計画に基づくアウトカム指標を設定予定 

令和３年度   令和４年度  

講評 

（２）脱炭素社会づくり 

個別計画に基づくアウトカム指標を設定予定 

令和３年度   令和４年度  

講評 

（３）生物多様性の保全 

個別計画に基づくアウトカム指標を設定予定 

令和３年度   令和４年度  

講評 

（４）循環型社会づくり 

個別計画に基づくアウトカム指標を設定予定 

令和３年度   令和４年度  

講評 

（５）多面的な機能をもつ森林づくり 

個別計画に基づくアウトカム指標を設定予定 

令和３年度   令和４年度  

講評 

 

追加 
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5 持続可能な社会づくりへの寄与（アウトカム指標・参考指標） 

（１）環境保全行動実施率について（アウトカム指標） 

環境学習関連施策で実施された学びを通じて、実際に環境保全行動を実施した人の割

合を滋賀県政世論調査や県政モニターアンケートにより把握し、持続可能な社会づくり

への寄与を評価している。令和２年度はこの環境保全行動実施率が、目標としている

80％以上となったことから、環境保全行動の一定の広がりが見られる。引き続き県民の

環境意識のさらなる向上に努める必要がある。 

（令和３年度県政モニターアンケートは●月実施予定） 

図表 5-1-1 環境保全行動実施率 

（補足：平成 29 年度までの調査は県政世論調査、平成 30 年度以降の調査は県政モニターアンケート） 
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（２）県環境学習センターが運営する環境学習情報ウェブサイト「エコロしー

が」の「教えてくれる人」登録人数および「環境学習プログラム」の登録件数

について（参考指標） 

 

○「エコロしーが」の「教えてくれる人」登録人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「環境学習プログラム」の登録件数 
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6 関連事業の県の施策の体系別および重点取組別事業数等 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度と令和２年度の全事業数を比較すると、新規で２事業が追加された一方で、

２事業が廃止されたことにより同数となった。 

体系別（６つの柱）では、両年度ともに「場や機会づくり」が最も多く、「環境学習プロ

グラムの整備および活用」、「連携・協力のしくみづくり」が他と比べ少ない（図表 1-2-1）。 

また、重点的な取組（4 つの分野）については、「暮らしと琵琶湖のつながり再生」につ

いての学習推進は３事業の増加、「生物多様性の保全」についての学習推進は２事業の増加、

「循環型社会づくり」についての学習推進２事業の減少となった。（図表 1-3-1） 

（１）県の施策の体系（６つの柱）別事業数    

６つの柱 

事業数（重複選択

可） 

R1 年度 R２年度 

「人材育成および活用」 2６ １８ 

「環境学習プログラムの整備

および活用」 
15 １２ 

「場や機会づくり」 61 ６５ 

「情報の提供」 37 ３５ 

「連携・協力のしくみづくり」 18 １７ 

「取組への気運を高める普及

啓発」 
32 ３９ 

 

（２）４つの重点的な取組方向別事業数 

４つの分野 事業数（重複選択

可） 

R1 

年度 

R２ 

年度 

「暮らしと琵琶湖のつながり

再生についての学習推進」 
35 ３８ 

「低炭素社会づくりについて

の学習推進」 
17 １７ 

「生物多様性の保全について

の学習推進」 
35 ３７ 

「循環型社会づくりについて

の学習推進」 
21 １９ 

重点への位置づけなし 8 ７ 

 

図表 1-2-1 県の施策体系別の分類  

図表 1-３-1 重点的な取組方向別の分類 
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また、複数の重点分野に位置づけられた事業は全体 74 事業のうち、25 事業（33.8 %）

であった。（図表 1-3-２）。昨年の割合（31.1 %）よりも 2.7 ポイント増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【持続可能な社会づくり（SDGｓ達成）に向け、事業実施の中で分野をこえて課題同士の

つながりを意識した工夫の例】 

・学習テーマの例として、自然、水、大気、エネルギー、廃棄物とリサイクル、産業、歴史、

生活・食、環境総合などの複数の分野を挙げることで、分野を越えた学習を推進している。

（エコ・スクール推進事業） 

・本県におけるエコツーリズムとは、「体験や体感により琵琶湖やそれを取り巻く自然環境

や生活文化と触れ合うことで、琵琶湖や環境に関する理解と関心を高め、琵琶湖や自然の

重要性を認識することができる活動」であり、観光部局や農政水産部局など、他分野連携

が非常に重要であることから、庁内関係課との情報共有および連携を意識した。（エコツ

ーリズム推進支援事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1－3－2 複数分野に位置づけられた事業の割合 
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（３）対象者別事業数 

令和２年度に県が実施した環境学習関連事業について、事業の対象者を整理した表は図

表 1-4-1、1-4-2 のとおり。 

対象年齢別の事業数は、成人を意識した事業が 37 で最も多く、次いで小学生を意識した事

業が 33 となっている。未就学児を意識した事業は６で最も少なかった。全年齢を対象とし

た事業は 20 であった。（図表 1-4-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※複数の対象者を選択可 

※図表 1-4-1 は、「全年齢を対象」としている事業は、全ての区分のベースとした。 

※図表 1-4-2 は、全 74 事業を分母に対象年齢別の円グラフを作成した。 

 

図表 1-4-２ 対象年齢別の事業割合 

図表 1-4-１ 対象年齢別事業
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７ 参考事例 

（１） 県内事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 県外事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加 



15 
 

８ SDGｓとの関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加 

図表●－●－● SDGs の各ゴールの関連事業数 

＜SDGs の各ゴールの説明＞ 

１ あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

２ 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する 

３ あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 

４ 全ての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する 

５ ジェンダー平等を達成し、全ての女性及び女児の能力強化を行う 

６ 全ての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

７ 全ての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する 

８ 包摂的かつ持続可能な経済成長及び全ての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用 

（ディーセント・ワーク）を促進する 

９ 強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る 

10 各国内及び各国間の不平等を是正する 

11 包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する 

12 持続可能な生産消費形態を確保する 

13 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する 

15 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、並びに土地の劣 

化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する 

16 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、全ての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆる 

レベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する 

17 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する 
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＜SDGs と MLGs との関係＞ 

 

令和 3 年 7 月 1 日、「マザーレイクゴールズ（MLGs）アジェンダ」が策定されました。 

マザーレイクゴールズ（以下「MLGs」と言います。）とは、「琵琶湖」を切り口とした 2030

年の持続可能社会への目標（ゴール）であり、「琵琶湖版の SDGs」です。 

SDGs の視点から見ると、琵琶湖を通じて SDGs をアクションまで落とし込む仕組みが

MLGs であり、MLGs の取組は SDGs の達成に貢献するものと言えます。 

MLGs からの視点で見ると、琵琶湖を通じて、石けん運動以来４０年にわたる県民等多様

な主体による活動が SDGs につながっていることを発見する仕組みと言えます。 

 

2030 年の琵琶湖と琵琶湖に根ざす暮らしに向けた 13 のゴール 
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９ まとめ：令和３年度の第四次環境学習推進計画の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


